
〈
広
告
〉

〈
広
告
〉

・病院、各施設からの直接安置等、ご相談下さい

・町外からの搬送もお引き受けいたします

・自宅や寺院・会館を利用しての葬儀全てお任せ

　下さい

〒049－3102 北海道二海郡八雲町東町247－1

電話 0137－64－2855　FAX 0137－66－5015

新規・解体撤去・
リフォーム追加彫刻…
墓石のことなら
ご相談くださいY
洋型・和型、墓石も各種展示いたしております。

お任せ下さい！！

TEL（0137）62－2960　FAX（0137）63－2266

・
熊
石
総
合
支
所
地
域
振
興
課　
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納
税
通
知
書
を

発
送
し
ま
す

所
得
証
明
書
、
（
非
）
課
税
証
明

書
の
発
行
に
つ
い
て

　

平
成
30

年
度
【
町
・
道
民
税
】

【
国
民
健
康
保
険
税
】【
固
定
資
産

税
】
の
各
納
税
通
知
書
を
6
月
中

旬
に
発
送
し
ま
す
の
で
、
期
限
ま

で
の
納
付
に
つ
い
て
、
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
。

【
納
税
は
便
利
な
口
座
振
替
を
ご

　

利
用
く
だ
さ
い
】

　

振
替
納
税
は
、
指
定
し
た
預
貯

金
口
座
か
ら
納
期
限
日
に
自
動
的

に
引
き
落
と
さ
れ
る
便
利
な
納
税

方
法
で
す
。
納
め
に
行
く
時
間
が

省
け
、
納
め
忘
れ
も
な
く
な
り
ま

す
。

　

口
座
振
替
の
手
続
き
は
、
町
内

各
金
融
機
関
（
ひ
や
ま
漁
協
を
除

く
）
、
北
洋
銀
行
各
支
店
、
ゆ
う

ち
ょ
銀
行
（
郵
便
局
）
に
預
貯
金

通
帳
と
通
帳
使
用
印
鑑
を
ご
持
参

の
う
え
、
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。
な
お
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
（
郵

便
局
）
以
外
の
口
座
か
ら
の
振
替

手
続
き
は
、
役
場
・
熊
石
総
合
支

所
・
落
部
支
所
・
相
沼
泊
川
出
張

所
で
も
申
し
込
み
が
で
き
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

・
財
務
課
納
税
係
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税目／納付月

町 ・ 道 民 税

固 定 資 産 税

国民健康保険税

６月

１期

１期

納期限日は、通常は各納付月の末日（１２月は２5日）です。なお、納期限日が土曜日、日曜日、
祝日にあたるときは、これらの日の翌日となります。

※町税・介護保険料・後期高齢者医療保険料を徴収するた
　め執行した差し押さえの状況です。渡島・檜山地方税滞
　納整理機構による差し押さえは含んでいません。

■町税の納期

７月

１期

２期

８月

２期

３期

９月

２期

４期

１０月

３期

５期

１１月

３期

６期

１２月

４期

７期

１月

４期

８期

２月

５期

９期

３月

５期

１０期

平成29年度

平成28年度

平成27年度

259件

173件

306件

換価・取立額件　数

　

納
税
通
知
書
の
発
送
に
合
わ
せ

て
、
平
成
30

年
度
（
平
成
29

年

中
）
の
所
得
・
（
非
）
課
税
証
明
書

の
発
行
が
可
能
と
な
り
ま
す
。
各

証
明
書
が
必
要
な
方
は
、
6
月
中

旬
以
降
に
申
請
を
行
っ
て
く
だ
さ

い
。

※
平
成
30

年
度
の
証
明
書
は
、
平

成
30

年
1
月
1
日
に
八
雲
町
に

住
民
票
が
あ
る
方
の
分
の
み
発

行
で
き
ま
す
。
平
成
29

年
中
に

他
市
町
村
に
転
出
さ
れ
た
方
、

あ
る
い
は
平
成
30

年
1
月
2
日

以
降
に
八
雲
町
に
転
入
さ
れ
た

方
に
つ
き
ま
し
て
は
、
1
月
1

日
に
住
民
票
の
あ
る
市
町
村
に

て
申
請
で
き
ま
す
。

※
証
明
書
の
発
行
が
で
き
る
の

は
、
本
人
ま
た
は
住
民
票
上
同

一
世
帯
の
親
族
の
分
の
み
で

す
。
そ
れ
以
外
の
方
の
証
明
書

が
必
要
な
場
合
は
、
委
任
状
が

必
要
と
な
り
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

・
財
務
課
課
税
第
一
係
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・
熊
石
総
合
支
所
地
域
振
興
課

　

☎
0
1
3
9
8
│
2
│
3
1
1
1

町
税
滞
納
に
よ
る
差
し
押
さ
え

の
執
行
状
況
に
つ
い
て

　

町
で
は
、
税
負
担
の
公
平
性
や

財
源
を
確
保
す
る
た
め
、
未
収
金

の
滞
納
整
理
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

特
に
、
町
税
等
の
滞
納
に
対
し

て
は
、
不
動
産
・
給
与
・
預
貯

金
・
生
命
保
険
・
自
動
車
等
の
差

し
押
さ
え
を
執
行
し
、
強
制
的
に

徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
滞

納
し
て
い
る
方
は
、
早
急
に
滞
納

の
解
消
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

・
財
務
課
納
税
係
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差し押さえ執行状況

10,143,977円

18,992,085円

12,252,736円
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